
「リコー医療機器管理支援サービス（スタンダード版）」利用規約 

 

本規約は、お客様（以下、甲という）に対して、リコージャパン株式会社（以下、乙という）が提供する

「リコー医療機器管理支援サービス」（以下、本サービスという）の利用に関して適用される諸条件を定

めるものであり、甲が本サービスを利用する場合、甲は、本規約の内容および申込書の記載ならびに乙

が別途提示する条件に従って利用するものとする。  

 

第 1 条（本サービスの内容） 

 乙は甲に対して、本規約に基づき、本サービスを提供するものとする。本サービスの内容は、別紙１に

定める通りとする。  

 

第 2 条（本サービスの提供条件） 

1. 甲は、本サービスの申込みにあたり、以下の各号の内容について、事前に自己の責任と費用負担に

よりすべて満たしていること、または本サービスの開始までにすべて満たすことを前提として、本サービス

の利用の申込みを行うものとする。  

（１）パソコン（OS を含む）を有しており、且つ当該パソコンにブラウザが搭載されていること 

（２）前号のパソコンがインターネットに接続可能なネットワーク環境（接続の為の機器等を含む）を

有していること 

（３）その他、別途乙が指定した事項 

2. 前項に定める他、乙から甲に対し、甲が本サービスの提供を受けるために必要となる以下の各号の

協力を行うものとする。 

(1) 乙が本サービスを実施するために必要な資料、情報等を無償提供すること 

(2) 乙が本サービスを支障なく実施できるよう作業場所の環境整備に努め、乙が本サービスを実施す

るために電気、水道、通信費等を必要とするときはこれを無償提供すること 

(3) 乙が立会いを求めたときはこれに応じること 

(4) 乙が本サービスを実施するために必要な対象機器を指定場所へ集めること 

(5) 前各号の他、乙が協力を求めたときは可能な限りこれに応じること 

3. 本サービスは Medikiki.coｍ株式会社製「MMS（Medikiki Management System）（以下、

MMS という）」と連携して提供されるサービスをいう。甲は、甲の費用負担と責任により「MMS」を乙

または乙の販売代理店から購入することとする。 

4. 前項に定める他、甲は、以下の本サービスに必要な情報について、別途甲の費用負担と責任により

準備するものとする。甲が自己で準備できない場合には乙または乙の販売代理店から別途調査費

用を負担し、MMS に登録するものとする。甲が本サービスを受けるために乙および乙の販売代理店

に利用させるものとする。  

（１）MMS 開設情報（病院名、フロア情報、アカウント情報） 

（２）MMS 登録機器一覧 



5. 甲は、本サービスの提供範囲が、第４条に規定する乙所定の申込書に記載の病院内のみである

ことを承諾するものとする。 

6. 本サービスの対象地域は日本国内に限るものとする。 

 

第 3 条（ID、パスワード等の管理） 

甲は、Medikiki.com 社から発行された ID、パスワードを厳重に管理し、利用するものとする。 

 

第４条（本サービスの申込み）  

1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合には、第２条各項の内容および本規約その他乙の提示す

る諸条件を確認した上で、乙所定の申込書の必要事項を記載し、かつ申込み権限がある者の記名

を行い、乙の指定する方法により乙または乙の販売代理店に対して、当該申込書を提出するものと

する。なお、次条に基づく本契約の成立後、申込書に記載の必要事項に変更が生じたときは、甲は、

速やかに乙の指定する書式の書面その他の方法によりその旨を乙に通知するものとする。  

2. 乙は、前項の申込書の提出を受ける前に、別途乙の定める本サービスの提供に必要となる甲に対す

るヒアリングおよび審査等を行うことができるものとする。なお、乙は、当該ヒアリングおよび審査等の結

果、その裁量により申込みに対する諾否を判断することができるものとする。  

 

第５条（本サービス提供契約の成立と提供期間）  

1. 乙は、前条に定める甲の申込みに対する諾否について、別途乙の定める方法により甲に通知するも

のとし、甲乙間の本サービス提供契約（以下、本契約という）は、乙が承諾の通知を発した時点で

成立するものとする。前条に定める申込書の提出後、乙の 5 営業日以内に甲に対して諾否の通知

がない場合には、乙により承諾がなされたものとみなす。 

2. 本サービスは、前項の本契約成立後であって別途 Medikiki.com 株式会社からメールによる ID 通

知案内を実施した日（以下、開始日という）から提供されるものとし、本サービスの提供期間は、

開始日より 1 年間存続するものとする。但し、本サービスの提供期間終了日の２ヶ月前までに甲か

ら本サービスの提供終了に関する意思表示が相手方に到達しない場合、本サービスは、さらに 1 年

間延⾧されるものとし、以後同様とする。  

3. 第２項にかかわらず、乙が本規約に基づいて本サービスの一部分の提供を廃止したときは、その時

点で本サービスの当該一部分にかかる本契約は、終了するものとする。 

4. 本契約は、本契約の成立日から、本サービス提供の終了までを有効期間とする。ただし、理由の如

何を問わずその効力を失った場合といえども、第 6 条第 1 項および第３項、第７条第 3 項、第９

条乃至第１５条、第１６条第４項、第１７条乃至第２１条、第２３条乃至第２８条および

本項の規定はなお有効に存続するものとする。 

 

第６条（本サービスの停止または中止）  

1. 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの全部または一部の提供を停止また

は中止することができるものとする。また、乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止または中止し



た場合といえども、甲が被った損害について何ら責任を負わないものとする。  

(1) 第８条に定めるサービス料金その他甲が負担すべき金員の支払いがなされない場合または 

そのおそれがある場合  

(2) 本規約およびその他の手続きにおいて乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合  

(3) 本サービスを提供するために必要な乙への協力を行わない場合  

(4) 乙へ正当な事由もなく⾧時間に渡り問合せを行い、または同様の問合せを繰り返し行うことに

より乙の業務に支障を来した場合  

(5) 本サービスを用いて他人の名誉や信用を毀損した場合  

(6) 公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合  

(7) 他人に成りすまして本サービスを受けようとした場合または乙の設備に不正にアクセスしようした

場合  

(8) 本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読しようと試みた場合、または本サービスに用いら

れているまたは関連するソフトウェアの解析、変更等を試みた場合  

(9) 別途乙が承諾した場合を除き、本サービスを第三者に転売しようとした場合  

(10) 本契約に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合  

(11) その他乙が不適切であると判断する作為または不作為を発見した場合  

2. 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合または甲の利用環境の影響その他乙の責に帰すべから

ざる事由により本サービスが提供できない場合、甲に対して事前に通知することによって本サービスの

全部または一部の提供を停止または中止することができるものとする。ただし、緊急やむをえない場合

は、乙は、事前通知を行わず本サービスを停止または中止することができるものとする。  

(1) 本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合  

(2) 他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止した場合  

(3) その他乙がやむをえない事由が生じたと判断した場合  

3. 前項の規定の他、本サービスの提供期間中に、乙の責に帰すべき事由により本サービスの全部また

は一部の提供ができない事態が生じ、乙が当該事態の発生を知り得た時から起算して 72 時間連

続して発生した場合、乙は甲の請求に従い、当該事態が連続した期間中の甲が支払う 1 ヶ月分の

本サービスの利用の費用（年間での支払いの場合は、支払いの対象となる月数で除した金額）を

30 で除した金額（小数点以下切捨て）に対して、乙が当該事態を知り得た時が属する日の翌日

よりその解消を乙が確認した時が属する日までの日数を乗じた金額を、甲に返金するものとする。な

お、乙は、当該返金について、甲の乙に対する弁済期の到来した債務と相殺することができるものと

する。  

 

第７条（本サービスの委託、廃止または変更）  

1. 乙は、本規約に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本サービスの提供にかか

る業務の一部を第三者に委託することができるものとする。 

2. 乙は、甲の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止または変更することができるもの

とする。 



3. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止または変更を行う場合、事前に甲に対しその旨を通知す

るものとする。 ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を行わず本サービスの全部または

一部を廃止または中止することができるものとする。なお、この場合、当該廃止または変更により甲ま

たは第三者に発生した損害（直接・間接 のものを含む）については、乙は、その責任を一切負わ

ないものとする。  

 

第８条（サービス料金） 

1. 甲は、利用料金として、申込書記載の本サービスの利用にかかる費用（以下、サービス料金という）

を同じく申込書記載の支払条件に従い、申込書記載の支払先に支払うものとする。なお、サービス

料金には、本サービスに使用される機器等の保守もしくは修理費用等は含まれません。 

2. サービス料金は、本サービスの提供期間の開始日が属する月の翌月１日から、本サービスの終了日

が属する月の末日まで発生し、日割り計算はしないものとする。  

3. 乙は、サービス料金を改定する場合、第２８条第１項および第２項の規定に準じてこれを行うこと

ができるものとする。  

4. サービス料金等乙への支払いにかかる消費税等については、消費税法、地方税法その他関連法令

に基づき甲が負担するものとし、消費税等に関する税率の変更があった場合は、当該変更の実施

後に甲が乙に支払う本料金等について、変更後の消費税率を適用するものとする。 

5. 本サービス以外の作業遂行に要する費用は、甲の負担とする。 

6. 作業場所が乙の最寄りのサービス拠点より片道 50Km 以上の距離で、かつ２時間以上かかる地

区および、沖縄本島を除く周辺島部である場合は、甲乙協議にて取決めた所定の料金を乙に別途

支払うものとする。  

 

第９条（支払遅滞）  

甲がサービス料金その他乙に対する支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該支払いの完

済日まで、当該支払金額に年 14.6%の割合を乗じた遅延損害金を乙に支払うものとする。  

 

第１０条（乙の責任）  

本サービスの提供に関して乙が甲に対して負担する責任は、善良なる管理者の注意を怠った部分に限

られるものとし、その賠償責任は、第１４条に定める範囲とする。 

 

第 1１条（データ等の取扱い）  

1. 乙の本サービスの提供にあたり、本サービスに記録されたデータおよび設定情報等（以下、第１５

条に定める利用者等データを含み、データ等といいます）が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、

乙は、その修復および復元ならびに削除させる義務は一切負わないものとする。  

2. 前項の場合、その結果甲および第三者に発生する直接または間接の損害については、乙は、いかな

る責任も負わないものとする。  

 



第 1２条（不可抗力）  

甲および乙は、天災地変（地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みますがこれに限られませ

ん）、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他本契約当事者の支配の及ばな

い事由によって生じた本サービスもしくは本契約の不履行または履行遅延については、相手方に対しその

責任を負わないものとする。  

 

第 1３条（第三者の権利侵害）  

本サービスに関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じたときには、甲が乙

の要請に従い当該紛争の解決に協力することおよび解決の権限を付与することを条件に、乙は、自己の

責任と費用負担においてこれを解決するものとする。ただし、甲の説明および指示ならびに甲が乙に提供

する情報（資料等を含む）に基づく 部分等、甲の責に帰すべき事由がある場合についてはこの限りで

はないものとする。  

 

第 1４条（損害賠償責任） 

1. 乙の責に帰すべきことが本契約上明らかな場合であって、本サービスに関連して甲に損害が発生した

場合、または第三者に損害が発生しこれを甲が正当な理由に基づいて負担した場合は、乙は、当

該事由の直接的結果として 現実に甲に発生した通常の範囲内の損害（特別損害、間接損害お

よび逸失利益を除く）に限り、その賠償の 責を負うものとする。この場合、乙が甲に支払う損害賠

償額は、甲が乙に支払った１ヵ年分のサービス料金額を限度とする。 

2. 乙は、本サービスの提供にあたり、甲の業務に生じた、当該業務の中断および遅延ならびに機会損

失等については、一切その責任を負わないものとする。 

 

第 1５条（MMS の情報および機器等の取扱い） 

1. 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の各号を遵守するものとする。 

(1) 自己の職員等以外の第三者に本サービスを利用させないこと 

(2) 乙が本サービスにおいて利用する情報は前号のかぎりではない 

2. 甲および乙は、本規約、個人情報保護にかかる法令および関係官庁が定める指針、ガイドライン等

に定める義務を自ら遵守し、また自己の職員等に遵守させるなど、利用者等の個人情報を漏洩し

またはプライバシー等の権利もしくは利益を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとする。 

3. 乙は、本サービスにおいて得た機器の買替時期、故障、不良等の情報を甲の承諾のもと、乙の販

売代理店に対して情報共有を行うものとする。 

4. 甲は、MMS に登録されたデータを乙に提供することならびに乙および乙の委託先が、本サービスに入

力された情報を、本サービスの提供、障害解析、利用状況分析、品質向上、学術研究、統計デー

タの作成および提供、新たな医療機器・サービス開発の品質向上のために利用することがあるものと

する。 

5. 甲は、甲の利用環境について、メンテナンス等のために停止させるなど乙の本サービスの提供に支障

が発生するおそれのある場合には、事前に乙に通知しなければならないものとする。 



6. 本サービスに関連して甲に販売される著作物（以下、総称して著作物という）の著作権は、製造

元その他の著作権者（以下、著作権者という）に帰属するものとし、甲には移転しないものとする。 

7. 甲は著作権者から許諾を受けた場合を除き、著作物の複製、改変その他著作物にかかわる著作

権侵害行為を行わないものとする。 

 

第 1６条（本契約の終了） 

1. 甲は、乙所定の方法に従い、本契約の解約を本サービスの提供期間終了日の２ヶ月前までに乙ま

たは乙の販売代理店に対して書面による通知をすることにより、本契約を解約し終了させることがで

きるものとする。なお、本サービスは、乙が当該通知を受領した場合は、提供期間終了日の末日を

もって終了するものとする。  

2. 前項の規定の他、乙が提供すべき本サービスのすべてを廃止した時点で、本契約は、終了するもの

とする。  

3. 第６条第 2項に従い、乙が本サービスの提供を停止または中止した場合で、かつ、当該停止または

中止の原因が 2 ヶ月以上継続した場合、甲または乙は、相手方への書面による通知により本契約

を解約し、終了させることができるものとする。この場合、当該停止または中止した日に甲から乙に対

して第 1 項の通知があったものとみなして本条を適用する。  

4. 理由の如何にかかわらず、本契約が効力を失った時点で存在する支払い等の甲の一切の債務につ

いては、本契約失効後においても、その債務の履行が完了するまで消滅しないものとする。  

 

第 1７条（本契約の解除） 

1. 乙は、甲が次の一つにでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部を解除す

ることができるものする。この場合、当該解除により甲および第三者に発生した損害（直接・間接の

ものを含む）について、 乙は、その責任を一切負わないものとする。 

(1) 甲が第６条第１項各号の何れかに該当し、相当期間の催告を行っても、その是正、取り止

め、解消に応じなかったとき、もしくは応じる見込みがないと乙が判断したとき 

(2) 手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき 

(3) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき 

(4) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき 

(5) 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたと

き 

(6) 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき 

(7) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき 

(8) 本サービスまたは乙もしくは乙の販売代理店の信用を害し、または害するおそれがある行為をし

たとき 

(9) 秘密情報の保持について義務違反があったとき 

(10) 第２２条（反社会的勢力との関係排除等）に定めるほか、甲が同条に違反するおそれが 

あると乙が判断したとき 



(11) その他本サービスを継続し難い重大な事由が発生したとき 

2. 前項各号のいずれかの事由が生じた場合、甲は、乙の通知または催告を要せず当然に期限の利益

を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して乙に対し現金にて支払うものとし、また、甲は乙に対

して、乙に生じた損害を賠償するものとする。  

 

第 1８条（サービス料金の返金等） 

甲が本サービスの途中で終了、解約または解除された場合といえども、第１６条第１項の規定に従い、

サービス料金は解約前の本サービスの提供期間中発生し、月割計算および解約後の期間分の返金は

しないものとする。 

 

第１９条（その他本サービスの終了、解約、解除の処理） 

1. 本サービスが終了し、解約または解除された場合、乙は、データ等について、甲に対する何らの通知

を要することなくデータ等の配信の停止およびその削除することができるものとする。 

2. 甲は、本サービスが終了し、解約または解除された場合、第２条第３項に基づいて本サービス利

用のために甲が導入したシステムが使用できなくなる場合があることについて同意するものとする。 

3. 前２項の場合、その結果甲および第三者に発生する直接または間接の損害については、乙は、い

かなる責任も負わないものとする。 

 

第２０条（免責事項） 

1. 本サービスに関連して、MMS または機器（甲、乙および第三者が有する機器を含みます）等利用

環境に、その原因の如何を問わず不具合または故障等の障害が発生した場合および当該障害によ

り本サービスが利用できない場合でも、乙は、その責任を負わないものとする。 

2. 甲は、本サービスの利用は、MMS または機器（甲、乙および第三者が有する機器を含みます）お

よび利用環境等による影響を受け、また、通信設備または通信回線等に依拠することを認識し、乙

が本サービスの完全性および有用性について保証しないことを承諾するものとする。 

3. 本サービスにおける MMS または機器に関する一切の不具合について、乙はその責任を負わないもの

とする。 

4. 機器の品質保証は、製造元の定める条件に従うものとし、乙および乙の販売代理店は機器の品質

を何ら保証するものではないものとする。 

 

第２１条（機密保持） 

1. 甲および乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密（資料等を含みます。以下、

秘密情報という）を第三者に漏洩しないものとする。ただし、乙は、乙の委託先に対しては、本条に

定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本契約の目的において甲の秘密情報を

開示できるものとする。  

2. 甲および乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分

の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。  



3. 第１項の定めにかかわらず、甲および乙および乙の販売代理店は、以下各号に該当する情報につ

いては、秘密情報の定義から除外するものとする。 

(1) 受領前に既に保有していた情報 

(2) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報 

(3) 受領時点で公知または公用である情報 

(4) 受領後に受領者の責によらずに公知または公用となった情報 

(5) 受領者が本条第１項の相手方の機密を使用または参照することなく独自に発明または開発

した情報 

4. 甲および乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管および管理するものとし、本サービス

の遂行に必要な場合または相手方の事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製しないものと

する。  

5. 甲および乙は、本契約が終了した場合、相手方から要求があった場合、または本サービスの一部が

終了しその必要がなくなった場合には、秘密情報を遅滞なくに相手方へ返却しまたは破棄するものと

する。  

6. 本条の規定の他、申込書等の甲から乙に提供された書面に記載された個人情報その他乙が甲より

提供を受けた個人情報の取扱いについて、乙は、以下の URL に記載された個人情報保護方針に

従い、その利用目的の範囲において利用するものとし、甲は、これに同意するものとする。 「個人情

報について」の URL:http://www.ricoh.co.jp/privacy/index.html  

 

第 2２条（反社会的勢力との関係排除等） 

1. 甲は、甲、甲の役員（名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいう）

もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約する。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集

団等、その他これらに準ずる反社会的勢力（以下、これらを総称して、反社会的勢力という）

であること 

(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲の事業活動に支配的な影響

力を有すること 

(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をも

ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有 

すること 

(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること  

2. 甲は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助⾧するお

それがないことを誓約する。 

3. 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとする。 



(1) 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の

関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと 

(2) 甲もしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと 

① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること 

② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反

社会的勢力である旨を伝えるなどすること 

③ 乙の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること 

④ 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること 

4. 乙は、甲が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約の解除を行えるもの

とする。この場合、乙は甲に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提

供の義務を負担しないものとする 

 

第 2３条（権利義務の譲渡禁止） 

甲は、本契約上の地位または本契約により生ずる権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲

渡し、承継させまたは担保に供してはならないものとする。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合

はこの限りではないものとする。 

 

第 2４条（準拠法） 

本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とする。  

 

第 2５条（協議） 

1. 甲および乙および乙の販売代理店は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、

必要に応じ協議して定めるものとする。 

2. 甲および乙および乙の販売代理店は、当事者間において生じた紛争については、紛争当事者間で

誠意をもって協議し、友好的に解決することに同意するものとする。  

 

第 2６条（管轄裁判所） 

本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

 

第 2７条（分離可能性） 

本規約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違法または強制不能と判断された場合

においても、本規約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けないものとする。

また、無効、違法または強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力

を有するものとする。  

 

第 2８条（本規約の改定） 

1. 乙は、いつにても本規約を変更することができ、甲は、乙からの通知をもって当該変更を承諾するも



のとする。なお、乙から甲への通知は、別途乙の定める Web ページへの掲載その他乙が適当と認め

る方法により行われるものとする。 

2. 前項のほか、乙は、その時点で甲に適用される最新の本規約の内容を、別途乙の定める Web ペー

ジに掲載するものとし、甲は、適宜その内容を確認するものとする。 

3. 甲は、次の各号のいずれかに該当するとき、変更後の本規約の適用に同意したものとみなす。 

(1) 変更後の本規約の効力発生日以降に、本サービスを利用したとき 

(2) 乙が期間を定めた場合であって、当該期間内に本契約の解約を行わなかったとき 

 

 

以上 

  



別紙１ 本サービスの内容 

 

1. クラウド型医療機器管理システム MMS（Medikiki Management System）に登録された指

定機器に対し、定められたスケジュールにて基本点検を月に一度実施するサービスとする。 

（１） 乙は、毎月基本点検を甲乙協議のうえ定める期日に甲の指定場所において行うものとす

る。基本点検を実施する場所は甲が指定する作業場所（原則病室や手術室などを除

く）とし、甲は作業場所が極力点在しないよう考慮するものとする。 

（２） 乙は、甲の管理者の注意のもと基本点検を実施するものとする。 

（３） 基本点検実施時間帯は、乙の営業日（土日祝祭日と乙の指定休日を除く平日）にお

ける、午前 9 時から午後５時までの時間帯に実施するものとする。但し、甲の依頼により

前述時間帯以外の対応が必要な場合は、甲乙協議により料金及び日時を決定するもの

とする。 

（４） 基本点検の対象機種は、輸液ポンプ、シリンジポンプ、経腸栄養ポンプ、生体情報モニ

タ、人工呼吸器の５機種とする。 

（５） 乙は甲乙協議の上、6 ケ月ごとに点検スケジュールを計画する。点検対象５機種の総数

が 180 台以内の場合、１台あたり少なくとも年２回の基本点検を実施する。ただし、甲

の都合により基本点検が出来ない場合この限りではない。１回あたりの基本点検作業台

数の上限は 30 台とし、作業時に甲乙間の合意により作業台数は増減する。 

（６） 乙が提供する基本点検は別紙にて定める項目の作業となり、医療機器メーカーが実施す

る点検内容を提供するものではないものとする。 

（７） 甲は、乙とともに立会いを実施し基本点検終了の確認を行うものとする。 

（８） 乙は基本点検終了後、甲に対し所定の書面をもって基本点検終了の報告をするものと

し、甲はその書面に完了確認のサインを実施するものとする。 

1. 操作等に関わる問い合わせのサポートサービス 

（１） 電話及びメールによる以下を内容とする問い合わせに対して回答するサービス 

① 本サービスを利用する範囲の操作方法に関する問い合わせ。 

② 本サービスの動作等に関する障害発生の有無に関する問い合わせ。 

（２） サポートサービスには以下の内容は含まないものとする。 

① 電話及びメール以外の方法によるもの。 

② 本サービスの不具合の修正、設計変更および新たな機能の追加を必要とするもの。 

③ 甲が有するパソコン（OS を含む）、甲で準備したネットワーク環境、その他甲が有する

使用環境に関するもの。 

（３） 甲がサポートサービスを受けるにあたっては、甲は、別途乙が甲に通知する連絡先に対し自

ら問い合わせを行うものとする。なお、問い合わせに必要となる通信費等は、甲の負担とす

る。 

（４） 甲は問い合わせの都度、乙の指定する甲の情報を提供しなければならないものとする。ま

た、サポートサービスを希望する内容ならびに発生している動作の不具合および問題等に



ついてできる限り詳しく説明するように努めなければならないものとする。 

（５） サポートサービスの受付時間 

乙の営業日（土日祝祭日と乙の指定休日を除く平日）における、午前 9 時から午後５

時までとする。 

 


